
事 務 連 絡 

令和７年７月 14 日 
 

富山県医師会長 

富山県歯科医師会長   殿 

富山県薬剤師会長 

 

富山県厚生部健康対策室長   

 

マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようにす

る取組（PMH）に係る国補助金（医療費助成のオンライン資格確認に係

る医療機関・薬局向けシステム改修補助金）について 

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素より本県の厚生行政の推進にご理解、ご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

 国では、医療機関・薬局において標記の取組に対応するためのレセプトコンピュータ

の改修に対する補助金が用意され、６月６日（金）より申請受付が開始されています。 

つきましては、下記のとおりお知らせしますので、会員への周知にご配慮賜ります

とともに、本事業の円滑な運営にご協力いただきますようお願いいたします。 

 
記 

 

１ 国補助金の内容、申請手続き等について 

〇厚生労働省ホームページ 

（医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouh

ijosei-iryoukikan.html 
 

※本補助金については、厚生労働省より、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師

会宛てに、令和７年５月 22日付けの事務連絡でもお知らせされています。 

 

２ 本県で対応済みの公費負担医療制度（令和７年７月時点） 

・特定医療費（難病の患者に対する医療等に関する法律 ） 

・小児慢性特定疾病医療費（児童福祉法）※富山市で認定を受けている方は除く 

・自立支援医療（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

 

※各医療機関・薬局において本取組のための改修にご対応いただくと、上記の公費負

担医療制度において、マイナンバーカードを用いた、受給者証情報の確認が可能と

なります。 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouhijosei-iryoukikan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouhijosei-iryoukikan.html


３ 参考情報 
 

（１）本取組の概要（デジタル庁資料より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）留意事項 

・従来の紙の受給者証は、引き続き交付いたします。 

・受給者の方がマイナンバーカードを受給者証として利用するためには、健康保険証

としての利用登録がされていること（マイナ保険証）が必要です。 

・自己負担上限額管理票については、現状電子化されていないため、引き続き記入の

ご対応をお願いします。 

 

（３）本取組に関する詳細情報 

〇デジタル庁ホームページ 

（自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム（Public Medical Hub：PMH）） 

https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub 

〇富山県ホームページ 

（マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる事業について） 

https://www.pref.toyama.jp/120501/pmh.html 

 

【事務担当】 

＜特定医療費（指定難病）＞ 

感染症・疾病対策課 疾病・難病担当 TEL 076-444-4513  

＜小児慢性特定疾病医療費＞ 

健康課 健康増進・歯科保健担当 TEL 076-444-3238 

＜自立支援医療＞  

健康課 精神保健福祉担当 TEL 076-444-3223 

マイナ保険証 

が必要 

病院・薬局等のシステム改修が必要 

※今回ご連絡した国の補助金が利用可能 

https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
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